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1. 令和2年4月～令和3年3月までの労働分の賃金
   （通勤手当等を含んだ総支給額、賞与を含む）をご記入ください。
2. 会社ゴム印・代表者印を押印の上、青色の返信用封筒にてご返送ください。
3. 申請書①提出以降に所在地等変更があった場合は、赤字で訂正の上ご返送ください。

データをメールにて送信の場合は提出期限が

令和3年4月12日（月）となります。
詳しい内容は本誌の「裏表紙」をご確認ください。

すでに退職された労働者であっても、令和
2年4月以降に賃金の支払いがあれば、
労働保険料の算定対象となります。

4月5日（月）まで
書類提出/令和3年

3月
31日

2月
15日

〈手続の流れ〉

各該当者の人員、支払賃金をご記入ください。

（（８）の高年齢労働者を含み、（６）の役員被保険者を除く）

（税法上の役員報酬部分を除く。被保険者扱いするには職安への届出が必要です）

雇用保険記入欄E

雇用保険に加入している労働者全員

雇用保険に加入していないパートタイマー、アルバイト

雇用保険に加入している労働者全員

雇用保険の兼務役員の届出をしている方

（税法上の役員報酬部分を除く。被保険者扱いするには職安への届出が必要です）
雇用保険の兼務役員の届出をしている方
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工
事
額

記 入するの
は、施主から
直接発注を受
けた元請工事
だけです。

工事期間を記入。必ず工事の
終了時期が令和2年4月1日～
令和3年3月31日であること。

　工事現場の労災保険料は、令和2年度中に終了した元請工事の請負金額に、工事の種類ごとに定めら
れた、下記の労務費率と保険率をかけて計算されます。

17
100

21
100

38
100

23
100

24
100

9
1000

23
100

9.5
1000

12
1000

6.5
1000

15
1000

1. 令和２年4月1日～令和3年3月31日までに終了した元請工事について内容をご記入ください。
2. 会社ゴム印・代表者印を押印の上、青色の返信用封筒にてご返送ください。
3. 平成30年3月31日までに保険が成立した場合には別用紙にご記入ください。

①上記載例をご覧のうえ、
　令和２年４月１日～令和３年３月31日までに、終了した
　元請工事についてご記入ください。

②事業の種類が同一で、同じ月に終了した
　請負代金額が500万円未満の雑工事は、
　「◯◯工事他◯件」とまとめて記入が可能です。

③事業の種類が異なる工事がある場合は、
　一枚の報告書に複数の工事を記入せず、
　必ず同じ種類の工事ごと用紙を換えてご記入ください。

④請負金額が消費税を除き1億8000万円未満であること。

データをメールにて送信の場合は提出期限が

令和3年4月12日（月）となります。
詳しい内容は本誌の「裏表紙」をご確認ください。

4月5日（月）まで
書類提出/令和3年

請負代金から、消費税
を除いてください。

消費税を入れてしまった

（工事開始日が令和2年4月1日以降のもの）

消費税

請負代金から、消費税
を除いてください。

27

※
P
9
を
参
考
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

事業の種類が同一の工事ごとに用紙を換え記入

消費税を除いた請負金額を記入

〈手続の流れ〉

元請工事は、請負代金にかかわらず、どんな
小さな工事も記入しなければなりません。500

万円未満の工事は、同一
種類を月ごとにまとめて記
入できます。

雑工事を記入しなかった

この２部は確定保険料申告の際に、記載し、正  を提出する。

工事現場の所在地を記入。工事内容がわかるよう、
具体的に工事の名称を記入。

事業の名称 事業の期間事業の所在地

2
2
2
2
2
2
3
3

4
10
6
10
11
11
2
2

1
31
1
31
1
30
1
20

他
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（注）全部労働不能とは、入院中又は自宅就床加療中若しくは通院加療中であって業務遂行性が認められる範囲の業務
　   又は作業ができない状態をいいます。

①労災保険の適用除外者で実際に業務を行われる方は、労災保険への特別加入が可能ですので、更新書
類（労働保険料算定基礎賃金等の報告、労働保険一括有期事業総括表）の特別加入記入欄に、氏名等を
ご記入ください。
　なお、他の労災保険適用除外者がすでに特別加入済の場合、新たな労災保険適用除外者は、原則特別加
入の強制加入対象者となります。
②雇用保険の適用除外者で、雇用保険の被保険者となっている場合は、喪失手続が必要ですのでご連絡く
ださい。
③特別加入を当年度をもって脱退される場合、3月中に特別加入脱退申請書の提出が必要でありますので、
　至急ご連絡ください。
　4月以降の提出ですと、保険料がかかりますのでご注意ください。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

（ただし、業務執行兼が剥奪され、一般の労働者と同様の労働条件の者は除く）

（ただし、業務執行兼が剥奪され、一般の労働者と同様の労働条件の者は除く）

（ただし、業務執行兼が剥奪され、一般の労働者と同様の労働条件の者は除く）

（ただし、業務執行兼が剥奪され、一般の労働者と同様の労働条件の者は除く）

22,000
24,000
25,000

17,600
19,200
20,000

6,886,000
7,512,000
7,825,000

6,094,000
6,648,000
6,925,000

5,390,000
5,880,000
6,125,000

5,390,000
5,880,000
6,125,000

2,200,000
2,400,000
2,500,000

3,366,000
3,672,000
3,825,000

3,850,000
4,200,000
4,375,000

4,422,000
4,824,000
5,025,000

4,906,000
5,352,000
5,575,000

5,390,000
5,880,000
6,125,000

1,320,000
1,440,000
1,500,000

22,000
24,000
25,000

5,390,000
5,880,000
6,125,000

6,886,000
7,512,000
7,825,000

6,094,000
6,648,000
6,925,000

4,686,000
5,112,000
5,325,000

4,048,000
4,416,000
4,600,000

3,432,000
3,744,000
3,900,000

2,882,000
3,144,000
3,275,000

11,066,000
12,072,000
12,575,000

8,602,000
9,384,000
9,775,000

6,644,000
7,248,000
7,550,000

4,906,000
5,352,000
5,575,000

3,432,000
3,744,000
3,900,000

2,222,000
2,424,000
2,525,000

1,232,000
1,344,000
1,400,000
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名北労働基準協会 検索
クリック！！

提出期限

ご記入の前に本誌を必ずお読みください

労　働　保　険
年度更新手続について

（確定・概算保険料申告）

TEL（052）962-0421
FAX（052）955-6858

労 働 保 険 事 務 組 合
一般社団法人 名北労働基準協会

申告書 ①

申告書 ②

●申告書②（賃金等の報告・一括有期事業報告書）の
　メール提出について

エクセル用紙のメール送信によるご提出が可能です。エクセル用紙は当協会のホームページより
ダウンロードしていただき、労働保険部のメールアドレス宛にお送りください。

皆様から頂く大切な申告書を、的確且つ迅速に処理させて
頂くため、申告書のご提出をメールにて送信頂けますよう
ご協力をお願い致します。
メールの差出人は個人名ではなく事業場名で送信ください。

名北労働基準協会ホームページ 
www.meihokurouki.or.jp/

（事業場関係事項）

（賃金・元請工事関係事項）書類提出

エクセル用紙のダウンロード

労働保険部メールアドレス

nen-kou@meihokurouki.or.jp
エクセル用紙のご送信

「名北労働基準協会」のキーワードでも検索が可能です。

令和3年２月22日（月）まで

令和3年４月 5 日（月）までメール送信によるご提出に
ご協力ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

おねがい

（メール提出／令和3年4月12日（月）まで）

※メール送信によるご提出期限は

メール送信によるご提出も可能です！

是非、メールでのご提出をご利用ください。

※メール提出の際にも申告書①、申告書②の提出が必要です。
　原本に押印のみ頂き必ずご返送ください。

※メール提出の際にも申告書①、申告書②の提出が必要です。
　原本に押印のみ頂き同封の書類はすべてご返送ください。

令和3年 4月12日（月）までとなります。
令和3年4月1日から

提出期限

用紙のダウンロード、返信等の詳しい内容は
本誌の裏表紙をご覧ください。

トップページを開き、最下部までスクロールし、
「労働保険年度更新」をクリック し、
各種用紙をダウンロードしてください。

《名北労働基準協会 トップページ》


